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○事業概要・復旧方針

 【説明内容】

【工事の進捗状況：農道橋付近の状況】

 【説明会でいただいた主なご意見】
　・（ご意見）土砂搬入のダンプトラック経路と道路等の補修について
　→（県回答）経路はこれまでと変更はありません。引き続き、名蓋川協議会だより等でお知らせします。
　　　　　　　道路等の補修は、現地を確認し、市町と調整のうえ、損傷状況に応じた適切な補修を進めます。
　・（ご意見）路面清掃に伴う水たまり除去及び路肩の土砂撤去について
　→（県回答）引き続き路面清掃を徹底し、水たまりが改善できるよう路肩土砂の撤去等を実施します。

 【説明会の様子】
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「名蓋川復旧だより」は、地域住民の皆様へ復旧事業に関する情報をお伝えするものです。

【　工事説明会を開催しました（令和８年３月１８日、１９日）　】

　名蓋川は、平成２７年関東・東北豪雨及び令和元年東日本台風、そして令和４年７月の大雨により堤
防が決壊し、矢目地区を中心に大規模な浸水被害を受けました。このため、これまで進めてきた堤防補
強の内容を見直し、抜本的な対策を図るため、災害復旧助成事業の採択を受け、多田川合流点から国道
３４７号までの４．１ｋｍについて河川整備を行います。

・工事の進捗状況と今後の予定について、地域の皆様にご説明いたしました。

・令和６年５月の着工式から約２年、皆様のご協力により、工事は着実に進捗しており、一部区間

において、堤防や護岸が完成するなど、令和４年と比較すると、治水安全度は向上しています。

・令和７年９月に上部工工事の請負者が破産したため、県では10月に契約を解除しました。

その後、 速やかに新たな業者と2月に契約を結び、現在は工事を再開しています。これに伴い、

新橋（上野橋・農道橋）供用開始時期が１年延期（令和８年３月→令和９年３月）となりました。

・当初は「新橋供用開始後に現在の橋を撤去し、堤防工事を進める」計画でしたが、工事全体が

延期となってしまうため、工程の見直しを実施しました。

・治水安全度の向上を最優先しつつ、地域への影響を最小限に抑えるため、橋を段階的に通行止め

し、堤防工事を進めます。

通行止め期間 上野橋： 令和８年 ５月下旬から令和９年３月頃

農道橋： 令和８年１１月上旬から令和９年３月頃

・工事全体の完成時期は、当初予定どおりの「令和９年３月」を目指して工事を進めます。

令和８年３月１８日

大崎市

高倉地区公民館

令和８年３月１９日

加美町

平柳構造改革センター

現在の堤防を撤去し、新しい堤防の

盛土と護岸を施工しています。



　【位置図】（迂回路・予告看板）
　　　予告看板は、令和８年４月上旬から設置し、お知らせします。

宮城県北部土木事務所河川砂防第二班

〒989-6117　大崎市古川旭四丁目１番１号

電 話 ： 0229-91-0747（直通）

F A X ： 0229-22-5260

E-mail ： nh-dbkks2@pref.miyagi.lg.jp

【　上野橋　通行止めのお知らせ　】

 名蓋川災害復旧にかかる問い合わせはこちら

【　農道橋　今後の通行止めの予定について　】

通行止め期間中は、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

周辺の国道、市町道への迂回をお願いします。

通行止め開始 令和８年５月２０日（水）午前１０時～

※通行止め解除予定 令和９年３月頃（名蓋川復旧だより・工事看板等でお知らせします。）

・令和８年１１月上旬から、通行止めを予定しています。

・詳しくは、名蓋川復旧だより・予告看板等でお知らせします。（令和８年夏頃）

むすび丸


